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こ
の
計
画
は
、
平
成
18
年
度
か

ら
平
成
22
年
度
ま
で
の
５
年
間
を

計
画
期
間
と
し
ま
す
。
対
象
と
な

る
職
員
は
、
市
長
事
務
部
局
、
議

会
事
務
局
、
各
行
政
委
員
会
事
務

局
の
職
員
で
、
公
営
企
業
の
市
立

病
院
と
水
道
局
は
、
独
立
採
算
制

の
た
め
、
対
象
か
ら
除
き
ま
す
。

　

な
お
、
計
画
の
進
捗
状
況
、
社

会
情
勢
な
ど
の
変
化
を
踏
ま
え
、

平
成
22
年
度
中
に
次
期
５
カ
年
計

画
を
策
定
す
る
予
定
で
す
。

　

合
併
時
点
の
職
員
数
１
５
７
２

人（
平
成
16
年
11
月
１
日
現
在
）を

基
準
に
、
退
職
者
補
充
の
抑
制
や

指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
な
ど
に

よ
り
、
平
成
18
年
度
か
ら
の
５
年

間
で
１
３
２
人（
８
・
４
％
）を
削

減
す
る
こ
と
と
し
、
職
員
数
１
４

４
０
人（
平
成
22
年
４
月
１
日
時

点
）を
目
標
と
し
ま
す
。

　

な
お
、
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画

の
財
政
推
計
を
行
っ
た
際
に
目
標

と
定
め
た
16
・
２
％
の
職
員
削
減

率
に
加
え
、
政
府
の
経
済
財
政
諮

問
会
議
で
示
さ
れ
た
「
地
方
公
務

員
定
員
の
４
・
６
％
以
上
の
純
減
」

の
指
針
も
考
慮
し
、
平
成
27
年
度

ま
で
の
10
年
間
で
職
員
数
を
20
％

削
減
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

鳥取市
定員適正化

計画
　

本
市
で
は
、平
成
17
年
４
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
「
第
４
次
鳥
取
市
行
財
政
改
革
大
綱
」

に
基
づ
き
、
市
町
村
合
併
に
よ
る(

注)

ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
活
か
し
た
行
財
政
改
革

を
積
極
的
に
行
い
、
簡
素
で
効
率
的
、
効
果
的
な
行
財
政
運
営
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。

　

職
員
数
に
つ
い
て
は
、
必
要
最
小
限
の
人
数
で
最
大
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
組
織
・
機
構
の
見
直
し
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
度
、
効
率
的
で
効
果
的
な
執
行
体
制
の
確
立
を
目
的
と

し
た
「
鳥
取
市
定
員
適
正
化
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

計
画
の
期
間
と
対
象

「合併は最大の行財政改革

そして、平成 17年度を初年度として

計画的な取り組みを進めています」

定
員
適
正
化
の
目
標
値

※平成 17年度から 22年度までは、各年度 4月 1日時点の目標

定員適正化計画の年次別推進目標

一般行政部門 1245人

教育行政部門 168人

公営企業等部門
（水道局、市立病院
 を除く）

138人

合　計 1551人

平成17年度部門別職員数
（平成17年４月１日現在）

平成16年平成16年
11月 1日11月 1日 平成17年度平成17年度 平成18年度平成18年度平成18年度平成18年度 平成19年度平成19年度 平成20年度平成20年度 平成21年度平成21年度 平成22年度平成22年度

職 員 数 1572人 1551人 15391539人 1525人 1500人 1470人 1440人
増 減 数 ▲21人 ▲12人人 ▲14人 ▲25人 ▲30人 ▲30人

増 減 率 ▲1.3％ ▲0.8％％ ▲0.9％ ▲1.6％ ▲2.0％ ▲2.0％

累計増減数 ▲21人 ▲33人 ▲47人 ▲72人 ▲102人 ▲ 132人
累計増減率 ▲1.3％ ▲ 2.1％ ▲ 3.0％ ▲ 4.6％ ▲ 6.5％ ▲ 8.4％


